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(ハ) サイトメガロウイルス

(ニ) ＥＢウイルス

(ホ) エコーウイルス

(ヘ) ヘルペスウイルス

(ト) インフルエンザウイルスＡ型

(チ) インフルエンザウイルスＢ型

(リ) ムンプスウイルス

(ヌ) パラインフルエンザウイルスⅠ型

(ル) パラインフルエンザウイルスⅡ型

(ヲ) パラインフルエンザウイルスⅢ型

(ワ) ポリオウイルスⅠ型

(カ) ポリオウイルスⅡ型

(ヨ) ポリオウイルスⅢ型

(タ) ＲＳウイルス

(レ) 風疹ウイルス

(ソ) 麻疹ウイルス

(ツ) 日本脳炎ウイルス

(ネ) オーム病クラミジア

イ ウイルス抗体価に当たって、同一検体について同一ウイルスに対する複数の測定方法

を行った場合であっても、所定点数のみを算定する。

ウ 単純ヘルペスウイルス及び水痘・帯状疱疹ウイルス抗体価を測定した場合はそれぞれ

算定できる。

(６) 「11」のヘリコバクター・ピロリ抗体精密測定を含むヘリコバクター・ピロリ感染診断

の保険診療上の取扱いについては「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する

取扱いについて」（平成12年10月31日保険発第180号）に即して行うこと。

(７) 「15」の抗抗酸菌抗体価精密測定は、金コロイド免疫測定法又はＥＩＡ法により実施し

た場合に算定する。

(８) 診療録等から非加熱血液凝固因子製剤の投与歴が明らかな者及び診療録等が確認できな

いため血液凝固因子製剤の投与歴は不明であるが、昭和53年から昭和63年の間に入院し、

かつ、次のいずれかに該当する者に対して、「15」のＨＩＶ－１抗体価又は「16」のＨＩ

Ｖ－1,2抗体価を実施した場合は、ＨＩＶ感染症を疑わせる自他覚症状の有無に関わらず

所定点数を算定する。

ただし、保険医療機関において採血した検体の検査を保健所に委託した場合は、算定し

ない。

ア 新生児出血症（新生児メレナ、ビタミンＫ欠乏症等）等の病気で「血が止まりにく

い」との指摘を受けた者

イ 肝硬変や劇症肝炎で入院し、出血の著しかった者

ウ 食道静脈瘤の破裂、消化器系疾患により大量の吐下血があった者

エ 大量に出血するような手術を受けた者（出産時の大量出血も含む。）

なお、間質性肺炎等後天性免疫不全症候群の疾病と鑑別が難しい疾病が認められる場
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合やＨＩＶの感染に関連しやすい性感染症が認められる場合でＨＩＶ感染症を疑わせる

自他覚症状がある場合は、本検査を算定できる。

(９) ＨＩＶ－１抗体価及びＨＩＶ－1,2抗体価

ア 区分番号「Ｋ９２０」輸血料（「４」の自己血輸血を除く。以下この項において同

じ。）を算定した患者又は血漿成分製剤（新鮮液状血漿、新鮮凍結人血漿等）の輸注を

行った患者に対して、一連として行われた当該輸血又は輸注の最終日から起算して、概

ね２か月後に「15」のＨＩＶ－１抗体価又は「16」のＨＩＶ－1,2抗体価の測定が行わ

れた場合は、ＨＩＶ感染症を疑わせる自他覚症状の有無に関わらず、当該輸血又は輸注

につき１回に限り、所定点数を算定できる。

イ 他の保険医療機関において輸血料の算定又は血漿成分製剤の輸注を行った場合であっ

てもアと同様とする。

ウ ア又はイの場合においては、診療報酬明細書の摘要欄に当該輸血又は輸注が行われた

最終日を記載する。

(10) 「16」のＨＩＶ－1,2抗体価は、ＥＩＡ法、ＰＡ法又は免疫クロマト法による。

(11) 「17」のＡ群β溶連菌迅速試験と区分番号「Ｄ０１８」細菌培養同定検査を同時に実施

した場合は、Ａ群β溶連菌迅速試験の所定点数のみを算定する。この場合において、Ａ群

β溶連菌迅速試験の結果が陰性のため、引き続いて細菌培養同定検査を実施した場合であ

っても、Ａ群β溶連菌迅速試験の所定点数のみ算定する。

(12) インフルエンザウイルス抗原精密測定

ア 「18」のインフルエンザウイルス抗原精密測定は、発症後48時間以内に実施した場合

に限り算定することができる。

イ 本検査と「11」のウイルス抗体価のインフルエンザウイルスＡ型若しくはインフルエ

ンザウイルスＢ型又は「17」のノイラミニダーゼを併せて実施した場合は、主たるもの

のみ算定する。

ウ 本検査は光学的抗原抗体反応（ＯＩＡ法）により実施した場合にも算定できる。

(13) 「18」のカンジダ抗原は、カンジダ血症又はカンジダ肺炎の診断の目的で行った場合に

算定する。

(14) 糞便中ヘリコバクター・ピロリ抗原

ア 「18」の糞便中ヘリコバクター・ピロリ抗原は、ＥＩＡ法又は免疫クロマト法により

測定した場合に限り算定できる。

イ 当該検査を含むヘリコバクター・ピロリ感染診断の保険診療上の取扱いについては

「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについて」（平成12年10

月31日保険発第180号）に即して行うこと。

(15) 「18」のＲＳウイルス抗原精密測定は、入院中の患者において当該ウイルス感染症が疑

われる場合に適用する。

(16) 「20」の大腸菌Ｏ157ＬＰＳ抗原精密測定、「21」の大腸菌Ｏ157ＬＰＳ抗体及び区分番

号「Ｄ０１８」細菌培養同定検査の「２」の消化管からの検体によるもののうちいずれか

を複数測定した場合は、主たるもののみ算定する。大腸菌Ｏ157ＬＰＳ抗体はＬＡ法によ

る。

(17) ノイラミニダーゼ
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ア 「17」のノイラミニダーゼは酵素反応法により、インフルエンザウイルス感染の診断

を目的として発症後48時間以内に実施した場合に限り算定する。

イ 本検査と「11」のウイルス抗体価のインフルエンザウイルスＡ型若しくはインフルエ

ンザウイルスＢ型又は「18」のインフルエンザウイルス抗原精密測定を併せて実施した

場合は、主たるもののみ算定する。

(18) 「19」のＤ－アラビニトールは、カンジダ血症又はカンジダ肺炎の診断の目的で行った

場合に算定する。

(19) 「19」の抗クラミジア・ニューモニエＩｇＭ抗体価精密測定を、「９」のクラミジア・

ニューモニエＩｇＧ抗体価精密測定又は「10」のクラミジア・ニューモニエＩｇＡ抗体価

精密測定と併せて実施した場合は、主たるもの１つに限り算定する。

(20) 「20」のクラミジアトラコマチス抗原精密測定は、泌尿器、生殖器、結膜又は鼻咽腔内

からの検体によるものであり、当該検査に係る検体採取料は所定点数に含まれる。

(21) 「20」のクラミジアトラコマチス抗原精密測定（結膜又は鼻咽腔内からの検体によるも

の）は、封入体結膜炎若しくはトラコーマ又は乳児クラミジアトラコマチス肺炎の診断の

ために実施した場合に算定できる。

(22) 「20」のアスペルギルス抗原はＬＡ法又はＥＬＩＳＡ法により、侵襲性肺アスペルギル

ス症の診断のために実施した場合にのみ算定できる。

(23) 「21」の淋菌同定精密検査は、区分番号「Ｄ０１８」細菌培養同定検査を同時に実施し

た場合は、別に算定できない。

(24) 「21」の単純ヘルペスウイルス特異抗原は、ヘルペスウイルスの型別確認を行った場合

に算定できる。

(25) 「22」の大腸菌抗原同定検査は、区分番号「Ｄ０１８」細菌培養同定検査により大腸菌

が確認された後、血清抗体法により大腸菌のＯ抗原又はＨ抗原の同定を行った場合に、使

用した血清の数、菌種等に関わらず算定する。この場合において区分番号「Ｄ０１８」細

菌培養同定検査の費用は別に算定できない。

(26) 「23」の尿中肺炎球菌莢膜抗原は、免疫クロマト法により実施した場合に限り算定でき

る。

(27) 「23」の抗アニサキスＩｇＧ・Ａ抗体価精密測定は、腸アニサキス症、肉芽腫を伴う慢

性胃アニサキス症又はアニサキス異所迷入例（肺アニサキス症等）における診断のために

実施した場合のみ算定できる。

(28) 「23」のレプトスピラ抗体価は、秋疫Ａ、秋疫Ｂ、秋疫Ｃ、ワイル病、カニコーラのそ

れぞれについて算定する。

(29) 「24」のツツガムシ抗体価は、各株ごとに算定する。

(30) グロブリンクラス別クラミジアトラコマチス抗体価精密測定

ア 「24」のグロブリンクラス別クラミジアトラコマチス抗体価精密測定は、クラミジア

トラコマチス抗原検出不能又は検体採取の困難な疾患（骨盤内感染症、卵管炎、副睾丸

炎、新生児・乳児肺炎等）の診断に際し、ＩgＧ抗体価又はＩgＡ抗体価を測定した場合

又は新生児・乳幼児肺炎の診断に際し、ＩｇＭ抗体価を測定した場合に算定する。

イ ＩgＧ抗体価、ＩgＡ抗体価及びＩｇＭ抗体価のうち２項目以上を同時に測定した場合

は、主たるもののみ算定する。
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(31) 「24」の(1→3)－β－Ｄ－グルカンは、発色合成基質法又は比濁時間分析法により、深

在性真菌感染症が疑われる患者に対する治療法の選択又は深在性真菌感染症に対する治療

効果の判定に使用した場合に算定する。

なお、本検査を「18」のカンジダ抗原、「19」のＤ－アラビニトール、「20」のアスペ

ルギルス抗原又は「22」のクリプトコックス・ネオフォルマンス抗原と併せて実施した場

合は、主たるもののみ算定する。

(32) 「25」のサイトメガロウイルス抗体価精密測定を「25」のグロブリンクラス別ウイルス

抗体価精密測定と併せて行った場合は、主たるもののみを算定する。

(33) グロブリンクラス別ウイルス抗体価精密測定

ア 「25」のグロブリンクラス別ウイルス抗体価精密測定は、下記の項目のウイルスのＩ

gＧ型ウイルス抗体価又はＩgＭ型ウイルス抗体価を測定した場合に算定する。ただし、

「(ﾄ)」のヒトパルボウイルスＢ19は、紅斑が出現している妊婦について、このウイル

スによる感染症が強く疑われ、ＩgＭ型ウイルス抗体価を測定した場合に算定する。

(イ) ヘルペスウイルス

(ロ) 風疹ウイルス

(ハ) サイトメガロウイルス

(ニ) ＥＢウイルス

(ホ) 麻疹ウイルス

(ヘ) ムンプスウイルス

(ト) ヒトパルボウイルスＢ19

イ 同一ウイルスについてＩgＧ型ウイルス抗体価及びＩgＭ型ウイルス抗体価を測定した

場合にあっては、いずれか一方の点数を算定する。

ウ 「11」のウイルス抗体価と併せて測定した場合にあっては、いずれか一方の点数を算

定する。

(34) 「26」の尿中レジオネラ抗原は、症状や所見からレジオネラ症が疑われる患者に対して、

ＥＬＩＳＡ法又は免疫クロマト法により実施した場合に限り１回を限度として算定する。

(35) 「28」のＨＩＶ－１抗体価精密測定又は「30」のＨＩＶ－２抗体価精密測定は、スクリ

ーニング検査としての「15」のＨＩＶ－１抗体価又は「16」のＨＩＶ－１，２抗体価が陽

性の場合の確認診断用の検査である。

(36) 「29」のダニ特異ＩgＧ抗体価は、減感作療法実施中の患者の場合に、必要な限度にお

いて算定できる。

(37) 「29」のワイルフェリックス反応は、菌株ごとにそれぞれ所定点数を算定する。

(38) 「31」の白血球中サイトメガロウイルスｐｐ65抗原は免疫染色法により、骨髄移植後、

臓器移植後、臍帯血移植後若しくは同種末梢血幹細胞移植後の患者又はＨＩＶ感染者に対

して行った場合のみ算定できる。

(39) 「32」のＨＴＬＶ－Ⅰ抗体価精密測定（ウエスタンブロット法）は、「12」のＨＴＬＶ

－Ⅰ抗体価又は「22」のＨＴＬＶ－Ⅰ抗体価精密測定によって陽性が確認された症例につ

いて、確定診断の目的で行われた場合にのみ算定する。

(40) 「33」のＨＩＶ抗原精密測定は、ＨＩＶ感染者の経過観察又はＨＩＶ感染ハイリスク群

が急性感染症状を呈した場合の確定診断に際して測定した場合に算定する。
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Ｄ０１３ 肝炎ウイルス関連検査

(１) 「５」のＨＣＶコア蛋白質測定は、ＥＩＡ法又はＩＲＭＡ法による。

(２) 「６」のＨＢc抗体価とＩgＭ－ＨＢc抗体価精密測定を同時に測定した場合は、一方の

所定点数を算定する。

(３) 「６」のＨＡ抗体価精密測定とＩgＭ－ＨＡ抗体価精密測定を同時に測定した場合は、

一方の所定点数のみを算定する。

(４) 「８」のＨＣＶ特異抗体価測定による群別判定は、ＥＩＡ法により、Ｃ型肝炎の診断が

確定した患者に対して、Ｃ型肝炎の治療法の選択の目的で実施した場合に、患者１人につ

き１回に限り算定できる。

(５) 「９」のＢ型肝炎ウイルスコア関連抗原（ＨＢｃｒＡｇ）は、Ｂ型肝炎ウイルス感染の

診断の補助及び治療効果の判定の目的で、血清又は血漿中のＢ型肝炎ウイルスコア関連抗

原（ＨＢｃｒＡｇ）を測定した場合に１月に１回に限り算定する。なお、区分番号「Ｄ０

２３」微生物核酸同定・定量検査の「３」のＨＢＶ核酸定量検査又は「５」のＤＮＡポリ

メラーゼを同時に測定した場合は、主たるもののみ算定する。

(６) ＨＢs抗原検査を免疫クロマト法にて行った場合は、「１」のＨＢs抗原により算定する。

Ｄ０１４ 自己抗体検査

(１) 「２」のリウマトイド因子、「７」の抗ガラクトース欠損ＩｇＧ抗体価、「７」のマト

リックスメタロプロテイナーゼ－３（ＭＭＰ－３）精密測定、「９」のＣ１ｑ結合免疫複

合体精密測定、「12」のモノクローナルＲＦ結合免疫複合体精密測定、「13」のＩgＧ型

リウマチ因子精密測定及び「13」のＣ３ｄ結合免疫複合体精密測定のうち３項目以上を併

せて実施した場合には、主たるもの２つに限り算定する。

(２) 「３」の甲状腺自己抗体検査は、サイログロブリン抗体の検出及びマイクロゾーム抗体

の検出を含む。

(３) 「７」の抗ガラクトース欠損ＩｇＧ抗体価は、ＥＣＬＩＡ法又はレクチン酵素免疫測定

法による。なお、「２」のリウマトイド因子を併せて実施した場合は、主たるもののみ算

定する。

(４) 「８」の抗甲状腺ペルオキシダーゼ抗体を、「３」の甲状腺自己抗体検査（マイクロゾ

ーム抗体の場合に限る。）又は「８」の甲状腺自己抗体精密測定（マイクロゾーム抗体の

場合に限る。）と併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。

(５) 「11」の抗セントロメア抗体精密測定は、原発性胆汁性肝硬変又は強皮症の診断又は治

療方針の決定を目的に用いた場合のみ算定できる。

(６) 抗シトルリン化ペプチド抗体精密測定

ア 「13」の抗シトルリン化ペプチド抗体精密測定は、関節リウマチと確定診断できない

者に対して診断の補助として検査を行った場合に、原則として１回を限度として算定で

きる。ただし、当該検査結果が陰性の場合においては、３月に１回に限り算定できる。

なお、当該検査を２回以上算定するに当たっては、検査値を診療報酬明細書の摘要欄に

記載する。

イ 「13」の抗シトルリン化ペプチド抗体精密測定、「７」の抗ガラクトース欠損ＩｇＧ

抗体価、「７」のマトリックスメタロプロテイナーゼ－３（ＭＭＰ－３）精密測定、

「９」のＣ１ｑ結合免疫複合体精密測定、「12」のモノクローナルＲＦ結合免疫複合体
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精密測定、「13」のＩｇＧ型リウマチ因子精密測定及び「13」のＣ３ｄ結合免疫複合体

精密測定のうち２項目以上を併せて実施した場合には、主たるもの１つに限り算定する。

(７) 抗ＬＫＭ－１抗体精密測定

ア 「14」の抗ＬＫＭ－１抗体精密測定は、ウイルス肝炎、アルコール性肝障害及び薬剤

性肝障害のいずれでもないことが確認され、かつ、抗核抗体陰性の自己免疫性肝炎が強

く疑われる患者を対象として測定した場合のみ算定できる。

イ 本検査を実施した場合は、診療報酬明細書の摘要欄に抗核抗体陰性である旨を記載す

ること。

(８) 「15」の抗カルジオリピン抗体精密測定と「14」の抗カルジオリピンβ２グリコプロテ

インⅠ（抗ＣＬβ２ＧＰⅠ）複合体抗体を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定す

る。

(９) 「15」のＴＳＨレセプター抗体精密測定及び「19」のＴＳＨ刺激性レセプター抗体（Ｔ

ＳＡｂ）精密測定を同時に行った場合は、いずれか一方のみ算定する。

(10) 血清中抗デスモグレイン３抗体

ア 「16」の血清中抗デスモグレイン３抗体は、ＥＬＩＳＡ法により、天疱瘡の鑑別診断

又は経過観察中の治療効果判定を目的として測定した場合に算定できる。なお、鑑別診

断目的の対象患者は、厚生省特定疾患調査研究事業稀少難治性疾患に関する調査研究班

による「天疱瘡診断基準」により、天疱瘡が強く疑われる患者とする。

イ 尋常性天疱瘡の患者に対し、経過観察中の治療効果判定の目的で、本検査と「18」の

血清中抗デスモグレイン１抗体を併せて測定した場合は、主たるもののみ算定する。

(11) 「16」の血清中抗ＢＰ180ＮＣ16ａ抗体は、ＥＬＩＳＡ法により、水疱性類天疱瘡の鑑

別診断又は経過観察中の治療効果判定を目的として測定した場合に算定できる。

(12) 「17」のループスアンチコアグラントは、希釈ラッセル蛇毒試験法又はリン脂質中和法

により、抗リン脂質抗体症候群の診断を目的として行った場合に限り算定する。

(13) 「17」の抗好中球細胞質ミエロペルオキシダーゼ抗体（ＭＰＯ－ＡＮＣＡ）は、ＥＬＩ

ＳＡ法により、急速進行性糸球体腎炎の診断又は経過観察のために測定した場合に算定す

る。

(14) 「17」の抗糸球体基底膜抗体精密測定は、抗糸球体基底膜抗体腎炎及びグッドパスチャ

ー症候群の診断又は治療方針の決定を目的として行った場合に限り算定する。

(15) 血清中抗デスモグレイン１抗体

ア 「18」の血清中抗デスモグレイン１抗体は、ＥＬＩＳＡ法により、天疱瘡の鑑別診断

又は経過観察中の治療効果判定を目的として測定した場合に算定できる。なお、鑑別診

断目的の対象患者は、厚生省特定疾患調査研究事業稀少難治性疾患に関する調査研究班

による「天疱瘡診断基準」により、天疱瘡が強く疑われる患者とする。

イ 落葉状天疱瘡の患者に対し、経過観察中の治療効果判定の目的で、本検査と「16」の

血清中抗デスモグレイン３抗体を併せて測定した場合は、主たるもののみ算定する。

(16) 「20」の抗ＧＭ１ＩｇＧ抗体は、ＥＬＩＳＡ法により、進行性筋力低下又は深部腱反射

低下等のギラン・バレー症候群が疑われる所見が見られる場合において、診断時に１回に

限り算定でき、経過観察時は算定できない。

(17) 「20」の抗ＧＱ１ｂＩｇＧ抗体は、ＥＬＩＳＡ法により、眼筋麻痺又は小脳性運動失調
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等のフィッシャー症候群が疑われる場合において、診断時に１回に限り算定でき、経過観

察時は算定できない。

(18) 「21」の抗アセチルコリンレセプター抗体価は、重症筋無力症の診断又は診断後の経過

観察の目的で行った場合に算定できる。

(19) 「22」のグルタミン受容体自己抗体は、ラスムッセン脳炎、小児の慢性進行性持続性部

分てんかん又はオプソクローヌス・ミオクローヌス症候群の診断の補助として行った場合

に、１月に１回に限り算定できる。

Ｄ０１５ 血漿蛋白免疫学的検査

(１) 「４」の免疫グロブリンは、ＩgＧ、ＩgＡ、ＩgＭ及びＩgＤを測定した場合に、それぞ

れ所定点数を算定する。

(２) 「６」の血清アミロイドＡ（ＳＡＡ）蛋白精密測定を「１」のＣ反応性蛋白（ＣＲＰ）

定性又は「１」のＣ反応性蛋白（ＣＲＰ）定量と併せて測定した場合は、主たるもののみ

算定する。

(３) 「８」の補体蛋白（Ｃ３）測定、「８」の補体蛋白（Ｃ４）測定及び「７」のトランスフ

ェリンは、ＳＲＩＤ法又は通則に掲げる精密検査による。

(４) 「16」のアレルゲン刺激性遊離ヒスタミン（ＨＲＴ）測定は細胞反応測定法により実施

され、「11」の特異的ＩｇＥと同時に行った場合であっても、特異抗原の種類ごとに所定

点数を算定し、特異的ＩｇＥと併せて1,430点を限度として算定する。

(５) 「18」の血中ＡＰＲスコアは、α１－酸性糖蛋白、ハプトグロビン及びＣＲＰの３つを

測定した場合に算定する。

(６) 「18」のアトピー鑑別試験は、12種類の吸入性アレルゲン（ヤケヒョウヒダニ、コナヒ

ョウヒダニ、ネコ皮屑、イヌ皮屑、ギョウギシバ、カモガヤ、ブタクサ、ヨモギ、シラカ

ンバ（属）、スギ、カンジダ、アルテルナリア）に対する特異的ＩgＥを測定した場合に

算定する。

(７) 「19」の頸管腟分泌液中癌胎児性フィブロネクチンは、破水の診断のために妊娠満22週

以上満37週未満の者を対象として測定した場合又は切迫早産の診断のために妊娠満22週以

上満33週未満の者を対象として測定した場合のみ算定する。

(８) 「19」の頸管腟分泌液中癌胎児性フィブロネクチン及び区分番号「００７」血液化学検

査の「28」の腟分泌液中インスリン様成長因子結合蛋白１型（ＩＧＦＢＰ－１）を併せて

実施した場合は、主たるもののみ算定する。

(９) 免疫電気泳動法によってＩgＡ、ＩgＭ及びＩgＧを同時に測定した場合は、１回の検査

として「21」の免疫電気泳動法により算定する。

(10) 免疫グロブリンＬ鎖κ／λ比

ア 「23」の免疫グロブリンＬ鎖κ／λ比はネフェロメトリー法により、高免疫グロブリ

ン血症の鑑別のために測定した場合に算定できる。

イ 「23」の免疫グロブリンＬ鎖κ／λ比と「21」の免疫電気泳動法を同時に実施した場

合は、主たるもののみ算定する。

(11) 「24」の結核菌特異蛋白刺激性遊離インターフェロン－γ測定は、診察又は画像診断等

により結核感染が強く疑われる患者を対象として測定した場合のみ算定できる。ただし、

区分番号「Ｄ０２３」微生物核酸同定・定量検査の「７」の結核菌群核酸増幅同定検査を
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併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。

Ｄ０１６ 細胞機能検査

(１) 「４」の顆粒球スクリーニング検査は、白血球墨粒貪食試験、ＮＢＴ還元能検査を、

「２」の顆粒球機能検査は、化学遊走物質、細菌、光化学反応を用いた検査を、「４」の

モノクローナル抗体法によるＴ細胞サブセット検査は、免疫不全の診断目的に行う検査を

いい、いずれも検査方法にかかわらず、一連として算定する。

(２) 「５」のフローサイトメトリーのTwo-color分析法による赤血球検査は、発作性夜間血

色素尿症（PHN）の鑑別診断のため、２種類のモノクローナル抗体を用いた場合に算定で

きる。

(３) 「５」のリンパ球幼若化検査（一連につき）は、Ｃon－Ａ又はＰＨＡによるものである。

なお、薬疹について実施する場合においても算定できる。

Ｄ０１７ 排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査

(１) 排泄物、滲出物又は分泌物の細菌顕微鏡検査は、尿、糞便、喀痰、穿刺液、胃液、十二

指腸液、胆汁、膿、眼分泌液、鼻腔液、咽喉液、口腔液、その他の滲出物等について細菌、

原虫等の検査を行った場合に該当する。

(２) 染色の有無及び方法の如何にかかわらず、また、これら各種の方法を２以上用いた場合

であっても、１回として算定する。

Ｄ０１８ 細菌培養同定検査

(１) 細菌培養同定検査

ア 細菌培養同定検査は、抗酸菌を除く一般細菌、真菌、原虫等を対象として培養を行い、

同定検査を行うことを原則とする。

イ 同定検査を予定して培養したものであれば、菌が陰性の場合であっても「１」から

「４」までの項により算定するが、あらかじめ培養により菌の有無のみを検索する場合

は、検体の種類にかかわらず、「５」の簡易培養検査により算定する。

ウ 細菌培養同定検査は、検体ごとに「１」から「４」までの所定点数を算定できるが、

同一検体を用いて簡易培養検査を併せて行った場合は、「５」の簡易培養検査は算定で

きない。

エ 症状等から同一起因菌によると判断される場合であって、当該起因菌を検索する目的

で異なった部位から、又は同一部位の数か所から検体を採取した場合は、主たる部位又

は１部位のみの所定点数を算定する。

オ 各検体別の所定点数には、定量培養を行った場合を含む。

(２) 「２」における穿刺液とは、胸水、腹水、髄液及び関節液をいい、「４」の「その他の

部位からの検体」とは、「１」から「３」までに掲げる部位に含まれない全ての部位から

の検体をいい、例えば、皮下からの検体をいう。

(３) 簡易培養検査

ア 「５」の簡易培養検査は、 Dip-Slide法、簡易培地等を用いて簡単な培養を行うもの

である。

イ ウロトレース、ウリグロックスペーパー等の尿中細菌検査用試験紙による検査は、区

分番号「Ｄ０００」尿中一般物質定性半定量検査に含まれるものであり、別に算定でき

ない。
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(４) 嫌気性培養のみを行った場合は、「１」から「５」の所定点数のみ算定し、「注」の加

算は算定できない。

Ｄ０１９ 細菌薬剤感受性検査

細菌薬剤感受性検査は、結果として菌が検出できず実施できなかった場合においては算定し

ない。

Ｄ０１９－２ 酵母様真菌薬剤感受性検査

酵母様真菌薬剤感受性検査は、深在性真菌症（カンジダ、クリプトコックスに限る。）であ

り、原因菌が分離できた患者に対して行った場合に限り算定する。

Ｄ０２０ 抗酸菌分離培養検査

(１) 抗酸菌分離培養検査は、検体の採取部位が異なる場合であっても、同時に又は一連とし

て検体を採取した場合は、１回のみ所定点数を算定する。

(２) 「１」の抗酸菌分離培養検査１は、液体培地を用いて培養を行い、酸素感受性蛍光セン

サー、二酸化炭素センサー又は酸化還元呈色色素を用いて検出を行った場合に算定する。

(３) 「２」の抗酸菌分離培養検査２は、(２)に掲げるもの以外について算定する。

(４) 抗酸菌分離培養検査は、結核患者の退院の可否を判断する目的で、患者の病状を踏まえ

頻回に行われる場合においても算定できる。

Ｄ０２１ 抗酸菌同定検査

抗酸菌同定検査は、検査方法、培地数にかかわらず、１回のみ所定点数を算定する。

Ｄ０２２ 抗酸菌薬剤感受性検査

(１) 抗酸菌薬剤感受性検査は、直接法、間接法等の方法及び培地数にかかわらず、感受性検

査を行った薬剤の種類により算定する。

(２) 混合薬剤耐性検査においても、使われた薬剤の種類により算定する。

Ｄ０２３ 微生物核酸同定・定量検査

(１) 微生物核酸同定・定量検査における精密検査は、核酸ハイブリダイゼーション法による

ものであり、「７」の抗酸菌群核酸同定精密検査においては、マイクロプレート・ハイブ

リダイゼーション法によるものをいう。

(２) クラミジアトラコマチス核酸同定検査

ア 「２」のクラミジアトラコマチス核酸同定検査と区分番号「Ｄ０１２」感染症免疫学

的検査の「20」のクラミジアトラコマチス抗原精密測定を併用した場合は、主なもの

のみ算定する。

イ クラミジアトラコマチス核酸同定検査は、ＰＣＲ法、ＬＣＲ法又はＳＤＡ法による。

クラミジアトラコマチス核酸同定検査は、泌尿器、生殖器又は咽頭からの検体による

ものである。なお、ＳＤＡ法においては咽頭からの検体も算定できる。

(３) 淋菌核酸同定検査

ア 「２」の淋菌核酸同定検査、区分番号「Ｄ０１２」感染症免疫学的検査の「21」の淋

菌同定精密検査又は区分番号「Ｄ０１８」細菌培養同定検査を併せて実施した場合は、

主なもののみ算定する。

イ 淋菌核酸同定検査は、ＤＮＡプローブ法、ＬＣＲ法による増幅とＥＩＡ法による検出

を組み合わせた方法、ＰＣＲ法による増幅と核酸ハイブリダイゼーション法による検出

を組み合わせた方法又はＳＤＡ法による。淋菌核酸同定検査は、泌尿器、生殖器又は咽
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頭からの検体によるものである。ただし、男子尿を含み、女子尿を含まない。なお、Ｓ

ＤＡ法においては咽頭からの検体も算定できる。

(４) 「３」のＨＢＶ核酸定量検査は、分岐ＤＮＡプローブ法、ＴＭＡ法又はＰＣＲ法による。

(５) 淋菌及びクラミジアトラコマチス同時核酸増幅同定精密検査

ア 「４」の淋菌及びクラミジアトラコマチス同時核酸増幅同定精密検査は、クラミジア

・トラコマチス感染症若しくは淋菌感染症が疑われる患者又はクラミジア・トラコマチ

スと淋菌による重複感染が疑われる患者であって、臨床所見、問診又はその他の検査に

よっては感染因子の鑑別が困難なものに対して治療法選択のために実施した場合及びク

ラミジア・トラコマチスと淋菌の重複感染者に対して治療効果判定に実施した場合に算

定できる。

ただし、区分番号「Ｄ０１２」感染症免疫学的検査の「21」の淋菌同定精密検査、同

区分「20」のクラミジアトラコマチス抗原精密測定、本区分「２」の淋菌核酸同定検査

又はクラミジアトラコマチス核酸同定検査を併せて実施した場合は、主たるもののみ算

定する。

イ 「４」の淋菌及びクラミジアトラコマチス同時核酸増幅同定精密検査は、ＴＭＡ法に

よる同時増幅法並びにＨＰＡ法及びＤＫＡ法による同時検出法、ＰＣＲ法による同時増

幅法及び核酸ハイブリダイゼーション法による同時検出法又はＳＤＡ法による。淋菌及

びクラミジアトラコマチス同時核酸増幅同定精密検査は、泌尿器又は生殖器からの検体

によるものである。ただし、男子尿は含み、女子尿は含まない。なお、ＳＤＡ法におい

ては咽頭からの検体も算定できる。

(６) ＨＣＶ核酸同定検査

ア 「６」のＨＣＶ核酸同定検査はＰＣＲ法又はＴＭＡ法により、Ｃ型肝炎の治療方法の

選択及び治療経過の観察に用いた場合にのみ算定できる。

イ 治療方法の選択の場合においては、抗体陽性であり、かつ、「９」のＨＣＶ核酸定量

検査で検出限界を下回る者について実施した場合に算定できるものとし、治療経過の観

察の場合においては、本検査と「９」のＨＣＶ核酸定量検査を併せて実施した場合には、

いずれか一方に限り算定する。

(７) 「７」の抗酸菌群核酸同定精密検査は、結核患者の退院の可否を判断する目的で、患者

の病状を踏まえ頻回に行われる場合においても算定できる。

(８) 「７」の結核菌群核酸増幅同定検査は、核酸増幅と液相ハイブリダイゼーション法によ

る検出又はＬＣＲ法による核酸増幅とＥＩＡ法による検出を組み合わせた方法による。

なお、結核患者の退院の可否を判断する目的で、患者の病状を踏まえ頻回に行われる場

合においても算定できる。

(９) マイコバクテリウムアビウム・イントラセルラー核酸同定精密検査

ア 「８」のマイコバクテリウムアビウム・イントラセルラー核酸同定精密検査は、他の

検査により結核菌が陰性であることが確認された場合のみに算定できる。

イ 区分番号「Ｄ０２１」抗酸菌同定検査が併せて実施された場合にあっては、主なもの

のみ算定する。

(10) ＨＣＶ核酸定量検査

ア 「９」のＨＣＶ核酸定量検査は、分岐ＤＮＡプローブ法又はＰＣＲ法により、Ｃ型肝
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炎の治療法の選択及び治療経過の観察に用いた場合にのみ算定できる。

イ 治療経過の観察の場合において、「９」のＨＣＶ核酸定量検査及び「６」のＨＣＶ核

酸同定検査を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。

(11) 血清中のＨＢＶプレコア変異及びコアプロモーター変異遺伝子同定検査

ア 「９」の血清中のＨＢＶプレコア変異及びコアプロモーター変異遺伝子同定検査は、

下記「イ」又は「ウ」に掲げる患者に対し、ＰＣＲ法により測定した場合に限り算定で

きる。

イ Ｂ型急性肝炎患者に対しては、劇症肝炎が疑われる場合に限り、患者１人につき１回

算定できる。

ウ Ｂ型慢性肝炎患者に対しては、経過観察中にＡＬＴ異常値などにより肝炎増悪が疑わ

れ、かつ、抗ウイルス薬等のＢ型肝炎治療薬の投与対象患者の選択のために行われた場

合に限り算定できる。なお、本検査実施以降は、区分番号「Ｄ０１３」肝炎ウイルス関

連検査のうちＢ型肝炎に関する検査（ただし抗ウイルス薬等のＢ型肝炎治療薬の治療効

果判定に用いる検査を除く。）は、算定できない。

(12) 「９」のブドウ球菌メチシリン耐性遺伝子同定検査は、ＥＤ－ＰＣＲ法又はＰＣＲ法に

より、血液培養により黄色ブドウ球菌が検出された患者を対象として測定した場合又は免

疫不全状態であって、ＭＲＳＡ感染症が強く疑われる患者を対象として測定した場合のみ

算定できる。

(13) ＳＡＲＳコロナウイルス核酸増幅検査

ア 「９」のＳＡＲＳコロナウイルス核酸増幅検査は、ＬＡＭＰ法により測定した場合に

限り算定できる。

イ 「９」のＳＡＲＳコロナウイルス核酸増幅検査は、糞便又は鼻腔咽頭拭い液からの検

体により行うものである。

ウ 本検査は、「感染症法に基づく医師から都道府県等への届出のための基準の改正につ

いて」（平成15年11月5日健感発第1105006号）による臨床的特徴、届出基準によりＳＡ

ＲＳ感染症の患者であることが強く疑われる者に対して行った場合に、診断の確定まで

の間に１回を限度として算定する。ただし、発症後10日以内に他疾患であるとの診断が

つかない場合は、さらに１回に限り算定できる。

(14) ＨＩＶ－Ⅰ核酸定量検査

ア 「10」のＨＩＶ－Ⅰ核酸定量検査はＰＣＲ法と核酸ハイブリダイゼーション法を組み

合わせた方法により、ＨＩＶ感染者の経過観察に用いた場合又は区分番号「Ｄ０１２」

感染症免疫学的検査の「15」のＨＩＶ－１抗体価又は「16」のＨＩＶ－1,2抗体価が陽

性の場合の確認診断に用いた場合にのみ算定する。

イ ＨＩＶ－Ⅰ核酸定量検査と区分番号「Ｄ０１２」感染症免疫学的検査の「28」のＨＩ

Ｖ－１抗体価精密測定を併せて実施した場合は、それぞれを算定することができる。

(15) 結核菌群リファンピシン耐性遺伝子同定検査

ア 「11」の結核菌群リファンピシン耐性遺伝子同定検査は、同時に結核菌を同定した場

合に限り算定する。

イ 「11」の結核菌群リファンピシン耐性遺伝子同定検査は、「７」の結核菌群核酸増幅

同定検査を併用した場合は、主たるもののみ算定する。
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(16) 「12」のＨＩＶ－ジェノタイプ薬剤耐性検査は、抗ＨＩＶ治療の選択及び再選択の目的

で行った場合に、３月に１回を限度として算定できる。

Ｄ０２３－２ その他の微生物学的検査

(１) 黄色ブドウ球菌ペニシリン結合蛋白２’(ＰＢＰ２’)

ア 「１」の黄色ブドウ球菌ペニシリン結合蛋白２’(ＰＢＰ２’)は、ＬＡ法により実施

した場合に算定する。

イ 「１」の黄色ブドウ球菌ペニシリン結合蛋白２’(ＰＢＰ２’)は、血液培養により黄

色ブドウ球菌が検出された患者を対象として測定した場合又は免疫不全状態であって、

ＭＲＳＡ感染症が強く疑われる患者を対象として測定した場合のみ算定できる。

ウ 「１」の黄色ブドウ球菌ペニシリン結合蛋白２’(ＰＢＰ２’)と区分番号「Ｄ０２

３」微生物核酸同定・定量検査の「９」のブドウ球菌メチシリン耐性遺伝子同定検査を

併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。

(２) 「２」の尿素呼気試験を含むヘリコバクター・ピロリ感染診断の保険診療上の取扱いに

ついては「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについて」（平成

12年10月31日保険発第180号）に即して行うこと。

(３) 「３」の腸炎ビブリオ菌耐熱性溶血毒（ＴＤＨ）検査は、ＥＬＩＳＡ法によるものであ

り、区分番号「Ｄ０１８」細菌培養同定検査によって、腸炎ビブリオ菌が確認された場合

のみ算定できる。

(４) 大腸菌ベロトキシン検出検査

ア 「４」の大腸菌ベロトキシン検出検査は、大腸菌の抗原同定検査の結果より病原性大

腸菌が疑われる患者に対して行った場合に算定する。

イ 「４」の大腸菌ベロトキシン検出検査のうち、細菌培養を行うことなく糞便から直接

検出する方法であってＥＬＩＳＡ法によるものについては、臨床症状や流行状況から腸

管出血性大腸菌感染症が強く疑われる場合に限り、大腸菌の抗原同定検査を踏まえるこ

となく行った場合にも算定できる。

Ｄ０２４ 動物使用検査

従前、細菌動物検査、妊娠動物検査、トキソプラズマ症におけるマウス使用検査等動物を用

いて行う検査として認められていたものについては、本区分により算定する。

Ｄ０２５ 基本的検体検査実施料

(１) 基本的検体検査実施料は、特定機能病院である保険医療機関の入院医療において通常行

われる基本的な検査について、請求の簡素化の観点から包括化して入院日数に応じた請求

方法を導入したものである。

(２) 基本的検体検査実施料に含まれない検査を行った場合は、別途当該検査に係る所定点数

を算定でき、当該検査が基本的検体検査判断料の対象に含まれないものであるときは、当

該検査に係る検体検査判断料も併せて別途算定できる。

(３) 入院日数については、入院の都度当該入院の初日から起算し、また、退院日も算定対象

とする。

(４) 外泊期間中は、入院日数に含まれない。

(５) 療養病棟、結核病棟若しくは精神病棟に入院している患者及び第１章第２部第２節に規

定するＨＩＶ感染者療養環境特別加算若しくは重症者等療養環境特別加算又は同部第３節
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に規定する特定入院料を算定している患者については、基本的検体検査実施料は別に算定

しないが、入院日数は入院の初日から数える。

(６) １月を通じて、基本的検体検査実施料に包括されている検査項目のいずれも行われなか

った場合は、当該月は本実施料は請求できない。

第２款 検体検査判断料

Ｄ０２６ 検体検査判断料

(１) 検体検査については、実施した検査に係る検体検査実施料及び当該検査が属する区分

（尿・糞便等検査判断料から微生物学的検査判断料までの６区分）に係る検体検査判断料

を合算した点数を算定する。

(２) 各区分の検体検査判断料については、その区分に属する検体検査の種類及び回数にかか

わらず、月１回に限り、初回検査の実施日に算定する。

(３) 実施した検査が属する区分が２以上にわたる場合は、該当する区分の判断料を合算した

点数を算定できる。

(４) 同一月内において、同一患者に対して、入院及び外来の両方又は入院中に複数の診療科

において検体検査を実施した場合においても、同一区分の判断料は、入院・外来又は診療

科の別にかかわらず、月１回に限る。

(５) 上記の規定にかかわらず、区分番号「Ｄ０００」尿中一般物質定性半定量検査を実施し

た場合は、当該検査に係る検体検査判断料は算定しない。

区分番号「Ｂ００１」特定疾患治療管理料の「15」の慢性維持透析患者外来医学管理料

又は区分番号「Ｄ０２５」基本的検体検査実施料を算定した月と同一月に検体検査を行っ

た場合は、それぞれの区分に包括されている検体検査に係る判断料は別に算定できない。

(６) 注３に規定する検体検査管理加算(Ⅰ)は入院中の患者及び入院中の患者以外の患者に対し、

検体検査管理加算(Ⅱ)及び検体検査管理加算(Ⅲ)は入院中の患者に対して、検体検査を実施し

検体検査判断料のいずれかを算定した場合に、患者１人につき月１回に限り加算するもの

であり、検体検査判断料を算定しない場合に本加算は算定できない。

また、区分番号「Ｄ０２７」基本的検体検査判断料の注２に掲げる加算を算定した場合

には、本加算は算定できない。

(７) 入院中の患者について注３に規定する検体検査管理加算(Ⅱ)又は検体検査管理加算(Ⅲ)を算

定している保険医療機関であっても、入院中の患者以外の患者について検体検査管理加算

(Ⅰ)を算定することができる。

(８) 注４に規定する遺伝カウンセリング加算は、臨床遺伝学に関する十分な知識を有する医

師が、区分番号「Ｄ００６－４」遺伝病学的検査を実施し、患者又はその家族に対し当該

検査の結果に基づいて療養上の指導を行った場合に算定する。

なお、遺伝カウンセリングの実施に当たっては、厚生労働省「医療・介護関係事業者に

おける個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」（平成16年12月）及び関係学会

による「遺伝学的検査に関するガイドライン」（平成15年8月）を遵守すること。

Ｄ０２７ 基本的検体検査判断料

(１) 基本的検体検査判断料は、特定機能病院である保険医療機関の入院医療において通常行

われる基本的な検査について、請求の簡素化の観点から、月１回の包括的な判断料を設定

したものである。
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(２) 基本的検体検査実施料に含まれない検査を行った場合は、当該検査が基本的検体検査判

断料の対象に含まれないものであるときは、当該検査に係る検体検査判断料も併せて別途

算定できる。

(３) 療養病棟、結核病棟若しくは精神病棟に入院している患者及び第１章第２部第２節に規

定するＨＩＶ感染者療養環境特別加算若しくは重症者等療養環境特別加算を算定している

患者については、基本的検体検査判断料は、別に算定しない。

(４) １月を通じて、基本的検体検査実施料に包括されている検査項目のいずれも行われなか

った場合は、当該月は本判断料は請求できない。

(５) 特定機能病院において、(３)に掲げる場合以外で基本的検体検査判断料を算定すべき場

合は、尿・糞便等検査判断料、血液学的検査判断料、生化学的検査・判断料、免疫学的検

査判断料及び微生物学的検査判断料を算定することはできず、本判断料を算定するものと

する。

第２節 削除

第３節 生体検査料

１ 同一月内において、同一患者に対して、入院及び外来の両方又は入院中に複数の診療科にお

いて生体検査が実施された場合であっても、同一の生体検査判断料は、月１回を限度として算

定する。

２ ２回目以降について所定点数の100分の90に相当する点数により算定することとされている

場合において「所定点数」とは、当該項目に掲げられている点数及び当該注に掲げられている

加算点数を合算した点数である。

３ 同一月内に２回以上実施した場合、所定点数の100分の90に相当する点数により算定するこ

ととされている生体検査は、外来及び入院にまたがって行われた場合においても、これらを通

算して２回目以降は100分の90で算定する。

４ ２回目以降100分の90に相当する点数により算定することとされている場合に、新生児加算

又は乳幼児加算を行う場合は、所定点数にそれぞれの割合を乗じた上で、端数が生じた場合に

は、これを四捨五入した点数により算定する。

［呼吸循環機能検査等に係る共通事項（区分番号「Ｄ２００」から区分番号「Ｄ２１４」）］

(１) ２回目以降100分の90で算定する場合の「同一の検査」

区分番号「Ｄ２０８」心電図検査の「１」から「５」まで、区分番号「Ｄ２０９」負荷

心電図検査の「１」及び「２」、区分番号「Ｄ２１０」ホルター型心電図検査の「１」及

び「２」については、それぞれ同一の検査として扱う。また、準用が通知されている検査

については、当該検査が準ずることとされている検査と同一の検査として扱う。

(２) 呼吸循環機能検査等に係る一般事項

ア 通則の「特に規定する場合」とは、区分番号「Ｄ２０８」心電図検査の「注」又は区

分番号「Ｄ２０９」負荷心電図検査の「注１」に掲げる場合をさす。

イ 区分番号「Ｄ２００」スパイログラフィー等検査から区分番号「Ｄ２０３」肺胞機能

検査までの各検査については、特に定めのない限り、次に掲げるところによる。
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ａ 実測値から算出される検査値については算定できない。

ｂ 測定方法及び測定機器は限定しない。

ｃ 負荷を行った場合は、負荷の種類及び回数にかかわらず、その前後の検査につい

て、それぞれ１回のみ所定点数を算定する。

ｄ 使用したガス（ＣＯ、ＣＯ２、Ｈe等）は、購入価格を10円で除して得た点数を別

に算定できる。

ｅ 喘息に対する吸入誘発試験は、負荷試験に準ずる。

(３) 肺活量計による肺活量の測定は、別に算定できない。

Ｄ２００ スパイログラフィー等検査

(１) 「１」の肺気量分画測定には、予備吸気量、１回換気量及び予備呼気量の全ての実測及

び実測値から算出される最大呼吸量の測定のほか、安静換気量及び最大換気量の測定が含

まれる。

(２) 「１」の肺気量分画測定及び区分番号「Ｄ２０２」肺内ガス分布の「１」の指標ガス洗

い出し検査とを同時に実施した場合には、機能的残気量測定は算定できない。

(３) 「２」のフローボリュームカーブは、曲線を描写し記録した場合にのみ算定し、強制呼

出曲線の描出に係る費用を含む。また、フローボリュームカーブから計算によって求めら

れる努力肺活量、１秒量、１秒率、ＭＭＦ、ＰＦＲ等は、別に算定できない。

(４) 「５」の左右別肺機能検査の所定点数には、カテーテル挿入並びに他の「１」から

「４」までのスパイログラフィー等検査及び換気力学的検査の費用を含む。

(５) 体プレスチモグラフを用いる諸検査は、別に定めのない限り、「３」により算定する。

Ｄ２０１ 換気力学的検査

「２」中のコンプライアンス測定の所定点数には、動肺コンプライアンス測定及び静肺コン

プライアンス測定の双方を含む。

Ｄ２０４ 基礎代謝測定

基礎代謝測定の所定点数には、患者に施用する窒素ガス又は酸素ガスの費用を含む。

Ｄ２０６ 心臓カテーテル法による諸検査

(１) 心臓カテーテル検査により大動脈造影、肺動脈造影及び肺動脈閉塞試験を行った場合に

おいても、心臓カテーテル法による諸検査により算定するものとし、血管造影等のエック

ス線診断の費用は、別に算定しない。

(２) 心臓カテーテル法による諸検査のようなカテーテルを用いた検査を実施した後の縫合に

要する費用は、所定点数に含まれる。

(３) 「１」の右心カテーテル及び「２」の左心カテーテルを同時に行った場合であっても、

「注１」、「注２」及び「注３」の加算は１回のみに限られる。

(４) 血管内視鏡検査加算は患者１人につき月１回に限り算定する。

Ｄ２０７ 体液量等測定

(１) 体液量等測定の所定点数には、注射又は採血を伴うものについては第６部第１節第１款

の注射実施料及び区分番号「Ｄ４００」血液採取を含む。

(２) 「２」の皮弁血流検査は、１有茎弁につき２回までを限度として算定するものとし、使

用薬剤及び注入手技料は、所定点数に含まれ、別に算定しない。
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(３) 「２」の血流量測定は、電磁式によるものを含む。

(４) 「２」の電子授受式発消色性インジケーター使用皮膚表面温度測定は、皮弁形成術及び

四肢の血行再建術後に、術後の血行状態を調べるために行った場合に算定する。

ただし、術後１回を限度とする。

なお、使用した電子授受式発消色性インジケーターの費用は、所定点数に含まれ、別に

算定できない。

(５) 「２」の血管伸展性検査は、描写し記録した脈波図により脈波伝達速度を求めて行うも

のであり、このために行った脈波図検査と併せて算定できない。

Ｄ２０８ 心電図検査

(１) 「１」の四肢単極誘導及び胸部誘導を含む最低12誘導は、普通、標準肢誘導（Ⅰ、Ⅱ、

Ⅲ）、単極肢誘導（ａＶＲ、ａＶＬ、ａＶＦ）、胸部誘導（Ｖ１、Ｖ２、Ｖ３、Ｖ４、Ｖ５、Ｖ６）の

12誘導で、その他特別の場合にＶ７、Ｖ８、食道誘導等を行う場合もこれに含まれる。

(２) 当該保険医療機関以外の医療機関で描写したものについて診断のみを行った場合は、診

断料として１回につき所定点数を算定できるが、患者が当該傷病につき当該医療機関で受

診していない場合は算定できない。

(３) 当該保険医療機関以外の医療機関で描写した検査について診断を行った場合の算定につ

いては、２回目以降においても100分の90の算定としない。

(４) 「３」の携帯型発作時心電図記憶伝送装置使用心電図検査は、入院中の患者以外の患者

に対して、携帯型発作時心電図記憶伝送装置を用いて発作時等の心電図を記録させた場合

に、一連につき１回算定する。

(５) 「４」のバリストカルジオグラフは、心弾動計、弾動心拍出量計により行った場合に算

定する。

Ｄ２０９ 負荷心電図検査

(１) 負荷心電図検査の「負荷」は、運動負荷、薬剤負荷をいい、負荷の種類及び回数によら

ない。

(２) 当該保険医療機関以外の医療機関で描写したものについて診断のみを行った場合は、診

断料として１回につき所定点数を算定できるが、患者が当該傷病につき当該医療機関で受

診していない場合は算定できない。

(３) 当該保険医療機関以外の医療機関で描写した検査について診断を行った場合の算定につ

いては、２回目以降においても100分の90の算定としない。

(４) 負荷心電図検査には、この検査を行うために一連として実施された心電図検査を含むも

のであり、同一日に行われた心電図検査は、別に算定できない。

Ｄ２１０ ホルター型心電図検査

(１) ホルター型心電図検査（解析料を含む。）は、患者携帯用の記録装置を使って長時間連

続して心電図記録を行った場合に算定するものであり、所定点数には、単に記録を行うだ

けではなく、再生及びコンピューターによる解析を行った場合の費用を含む。

(２) やむを得ず不連続に記録した場合においては、記録した時間を合算した時間により算定

する。また、24時間を超えて連続して記録した場合であっても、「２」により算定する。

Ｄ２１１ トレッドミルによる負荷心肺機能検査、サイクルエルゴメーターによる心肺機能検査

(１) トレッドミルによる負荷心肺機能検査、サイクルエルゴメーターによる心肺機能検査に
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は、この検査を行うために一連として実施された区分番号「Ｄ２０８」心電図検査、区分

番号「Ｄ２００」スパイログラフィー等検査を含むものであり、負荷の種類及び回数にか

かわらず、所定点数により算定する。

(２) 呼吸器疾患に対して施行された場合にも、所定点数を算定できる。

Ｄ２１２ リアルタイム解析型心電図

(１) リアルタイム解析型心電図とは、入院中の患者以外の患者に対して８時間以上心電図を

モニターしながら同時に波形を解析し、異常波形発現時にのみ記録を行い得るものをいう。

(２) リアルタイム解析型心電図記録計を用いて８時間以上心電図をモニターした場合は、解

析の費用を含め、一連の使用について１回として算定する。

Ｄ２１２－２ 携帯型発作時心電図記録計使用心電図検査

心電図を２日間以上連続して記録することができる携帯型発作時心電図記録計を用いて、記

録スイッチ入力前を含む心電図を記録した場合に、解析の費用を含め、一連の使用について１

回として算定する。

Ｄ２１３ 心音図検査

亜硝酸アミル吸入心音図検査の点数算定は、薬剤負荷の前後の検査をそれぞれ１回として心

音図検査により算定し、亜硝酸アミルについては、区分番号「Ｄ５００」薬剤により算定する。

Ｄ２１４ 脈波図、心機図、ポリグラフ検査

(１) 脈波図については、次に掲げる検査を２以上行った場合であり、脈波曲線を描写し記録

した場合に算定する。

ア 心及び肝拍動図

イ 動脈波

ウ 静脈波

エ 容積脈波

オ 指尖脈波

カ 心尖（窩）拍動図

また、心機図とは各種脈波図と心電図、心音図検査等の２以上を同時に記録し、循環機

能の解析を行う検査である。

(２) 「１」の「イ」から「ニ」までの誘導数については、種目又は部位を順次変えて検査し

た場合であっても、一連の検査のうちの最高誘導数による。

(３) 運動又は薬剤の負荷による検査を行った場合には、負荷前後の検査をそれぞれ１回の検

査として算定し、複数の負荷を行った場合であっても、負荷の種類及び回数にかかわらず、

所定点数の100分の200を限度として算定する。

(４) 脈波図、心機図、ポリグラフ検査を１誘導で行った場合は区分番号「Ｄ２０７」体液量

等測定の「２」により算定する。

Ｄ２１５ 超音波検査

(１) 「１」から「５」までに掲げる検査のうち２以上のものを同一月内に同一の部位につい

て行った場合、同一月内に２回以上行った場合の算定方法の適用においては、同一の検査

として扱う。

(２) 超音波検査を同一の部位に同時に２以上の方法を併用する場合は、主たる検査方法によ

り１回として算定する。また、同一の方法による場合は、部位数にかかわらず、１回のみ


